
創ろう 住民自治の 豊かな地域社会 市民協働の

〇受付期間：令和４年７月１日(金)～２２日(金)
8：30～17：15 (土・日、祝日を除く)

〇受付場所：甲府市社会福祉協議会ボランティア振興課

甲府市ボランティアセンター
甲府市相生2-17-1 甲府市役所南庁舎1号館2階 ☎０５５－２２３－１０６１

食品でご配慮いただきたいこと

*賞味期限が明記され、3か月以上あるもの

*未開封で、破損など中身が出ていないもの

*お米は令和３年以降のもの

をお願いいたします

フードアプリケーション プラス！！

2022年

№107

家庭や企業で余った食品や生活用品を寄付していただき、子ども支援や生活
支援に関わるNPO法人などを通じて必要とする方々にお渡しします。この
取組は、ＳＤＧｓへの取組に繋がるものであります。
長引くコロナ禍で、まだまだ支援が必要な方がいらっしゃいますので、皆様
のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

〇ご寄付いただきたい生活用品
洗剤、漂白剤、除菌シート、シャンプー、石鹸、マスク、

トイレットペーパー、ティッシュペーパー、生理用品、
タオル類 など

「ちょぼらキッズ養成講座」参加者募集
夏休みの1日にお兄さん、お姉さんたちといっしょに

ちょっとしたボランティアを体験してみませんか！

日 時：令和４年8月１９日（金） 9:30～12:00
場 所：甲府市役所西庁舎1階 甲府市協働支援センター研修室 （甲府市宝2ｰ8-19）

内 容：ボランティアについての簡単な学習と体験
指 導：ボランティアサークル 甲斐縁隊
募 集：小学4年生～6年生 １０名(申込順) ※送迎も含めて自身で会場まで来られる人

申込期間：令和４年８月３日（水）～8月1２日（金）

問合せ・申し込み：甲府市社会福祉協議会ボランティア振興課
甲府市ボランティアセンター（8:30～17:15 土日･祝日除く）
☎ 055-223-1061 Fax 055-231-6061

食品や生活用品の寄付をお願いいたします

〇ご寄付いただきたい食品
缶詰、インスタントラーメン・パスタ・うどんなどの乾麺、

レトルト食品、海苔などの乾物、飲料、調味料、お菓子、
お米 など



◇編集・発行 甲府市ボランティアセンター（甲府市社会福祉協議会ボランティア振興課）
◇発行令和４年７月１日
〒400-0858 甲府市相生二丁目17-1 TEL055-223-1061 FAX055-231-6061
E-mail：k-vc@kofu-syakyo.or.jpホームページ http://www.kofu-syakyo.or.jp/

み ん な で 支 え 合 う 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り

災害ボランティア事前登録者募集中！

☆ 登録対象者

甲府市民及び県内在住者で１５歳以上の方又は、
県内の団体

※１８歳未満の方については、保護者の同意が必要となります。

☆ 活動内容
〇 災害ボランティアセンター運営補助

・ボランティアの受付
・ボランティア活動場所や内容の説明 等

〇 被災者支援等
・屋内の片づけ
・屋外の片づけ
・避難時の手伝い
・救援物資の仕分け 等

募金百貨店プロジェクト

店舗（企業等）と担当区域の共同募金会が連携して、寄付
つき商品を企画・販売し、売上の一部を赤い羽根共同募金と
してご寄付いただく取り組みです。
寄付された募金は、地域の福祉活動に役立てられます。
協力店として、参加を希望される場合には、山梨県共同募

金会甲府市支会（甲府市ボランティアセンター）までご連絡
ください。

【令和４年度実施状況】
①（株）いちやまマート
募金内容：アサヒ飲料の対象商品１本販売に付き２円寄付
実施期間：令和４年７月１日～令和４年８月３１日

②（株）PRINKS
募金内容：レシート感熱紙１巻き販売に付き１円寄付
実施期間：令和４年４月１日～令和５年３月３１日

募金機能付き自動販売機
募金機能付き自動販売機で、飲料をご購入いただくと、その

売上の一部が、赤い羽根共同募金に寄付され、自然と、気軽に
募金（社会貢献）を行うことができます。
また、飲料購入ボタンの他に、直接募金用ボタン（１０円、

１００円）が付いており、飲料購入後に、 直接募金用ボタン
を押した回数分の金額が募金額となり、返却金額から募金額を
差し引いた金額がお釣りとして返却されます。
設置にかかる工事代は一切かかりませんので、設置を希望さ

れる場合には、山梨県共同募金会甲府市支会（甲府市ボラン
ティアセンター）までご連絡ください。

甲府市社会福祉協議会では、甲府市内において災害発生時に甲府市が必要に応じ設置する、「甲府市災害
ボランティアセンター」の運営を行うこととしております。
災害規模や状況によっては、県外ボランティアの受入に日数がかかる場合も考えられる一方、被災者には

一日も早い、支援活動が必要となります。
こうしたことから、大規模災害等の発生時に迅速かつ効果的に救援活動が行えるよう、災害ボランティア

センターの運営補助や被災者救援活動にお力をお貸しいただける災害ボランティアを募集しております。

☆ 応募条件
・自己完結型ボランティアの方（無報酬、活動

資機材自己調達）
・活動時において、ボランティア保険（天災・
地震）加入済の方

☆ 登録
所定の登録用紙により、FAX又はメールにてお

申し込みをください。
※登録用紙はホームページで、ダウンロードできます。

☆ 登録期間
登録日から当該年度末の３月３１日まで

※所定の登録辞退届により、届出がない場合、自動更新とします。

☆ 発災時の活動確認
被災状況により、登録のメールアドレスにて

災害ボランティア活動への参加可否の確認を行
います。

赤い羽根共同募金への参画のお願い（商店・事業所等）

mailto:k-vc@kofu-syakyo.or.jp
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